
1 

 

 

  笠松町公共施設等総合管理計画 ―概要版―   
平成 29年３月 

 

 

１ 目的 
我が国において公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっていますが、地方公共団体におい

ても、厳しい財政状況が続く中で、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をも

って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化すると

ともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

このような状況の中、平成 26 年 4 月、総務省は全国約 1,700 ある地方公共団体に対し、「公

共施設等総合管理計画の策定要請」を行いました。これにより地方公共団体は、公共建築物及び

道路や橋梁などのインフラ施設の「公共施設等」を対象として、10年以上の長期の視点を持ち、

財政や人口の見通しとＬＣＣ（ライフサイクルコスト）に配慮した総合管理計画の策定を要請さ

れており、本町も「笠松町公共施設等総合管理計画」（以下「本計画」という。）の策定に取り組

むこととしました。 

 

２ 対象施設 
本計画で対象とするものは、本町が保有する公共施設等のうち、公共建築物、インフラ施設と

します。 

 

対象施設 

公

共

施

設

等 

公共建築物 

1 行政系施設 

2 文化系施設 

3 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

4 保健・福祉施設 

5 社会教育系施設 

6 学校教育系施設 

7 子育て支援施設 

8 公園 

9 その他 

インフラ施設 

1 道路 

2 橋梁 

3 上水道施設（管路） 

4 上水道施設（水源地） 

5 下水道施設（管路） 

6 屋外スポーツ施設 
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３ 公共建築物の状況 
▼本町の公共建築物の施設数は 36 施設、総棟数は 107 棟であり、延床面積の合計は約 61,600

㎡となっています。 

▼建築年別にみると、昭和 40 年代に多くの公共建築物が整備されています。 

▼一般的に建物の大規模改修を行う目安とされる築 30 年以上経過した建築物の延床面積が全体

の約８割を占めており、老朽化が進行しています。 

 

公共建築物の建築年度別延床面積 

 

 

４ インフラ施設の状況 
▼インフラ施設は、道路、橋梁、上水道施設（管路）および（水源地）、下水道施設（管路）、屋

外スポーツ施設です。 

▼一般的な耐用年数は 40～60 年とされています。これらの耐用年数を迎えた施設から老朽化の

状況に応じて順次改修等が必要となります。 

 

インフラ施設の総量 
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５ 総人口や年代別人口についての今後の見通し 
▼本町の人口は、平成 7年（1995）からは増加傾向にありますが、平成 22 年（2010）以降

からは減少し、今後も減少傾向が続くと予測されています。また、少子高齢化が進展しており、

高齢化率は平成 52 年（2040）で 32.6％（平成 22 年（2010）は 23.8％）になると予測

されています。 

▼人口減少と少子高齢化の進展に伴い、町民に必要な公共施設等の質と量が変化していくことが

考えられます。 

総人口の推移と見通し 

 
出典:(1980～2010)総務省統計局「国勢調査」、(2015～2040)国立社会保障・人口問題研究所の推計 

 

６ 公共建築物の更新等費用の推計 
▼公共建築物を、今後 40 年間維持管理・運営していくために必要な更新費用は、約 300 億円

であり、年平均額で 7.5億円が必要となります。 

▼直近 5 年間の公共建築物への投資的経費の年平均額約 4.5 億円と比較すると、１年あたりで、

約 3 億円の費用が不足することになります。 

公共建築物の更新等費用の推計 
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出典：平成 22年総務省監修の「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法に関する調査研究」に 
基づくソフトで試算 
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７ 計画期間 
▼本町では高度経済成長以降に整備された公共建築物が多く、その耐用年数を６０年とすると、

更新時期は２０２０年代から２０５０年代に集中すると考えられます。 

▼公共建築物をはじめとする公共施設等のマネジメントは、今後、中長期的な視点で求められて

いるため、計画期間については、施設の更新時期のピークを包括できるよう、平成２９年度（２

０１７）から平成６８年度（２０５６）までの４０年間とします。 

▼なお、公共施設等総合管理計画の見直しについては、社会経済情勢等の変化が生じた場合に必

要に応じて見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

８ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 
①取組体制                                                 

▼当該管理計画に基づいた取組を展開するにあたり、部署間にまたがる検討（統合化、用途転用、

廃止など）や、予算等の財政的な連動等が必要であり、各部署間の役割分担や調整が難航する

ことが想定されます。そのため、全庁的な組織を立ち上げ、その統括の下、各部署間を調整す

る推進体制を構築します。 

▼職員には、これからの時代、公共施設等の現状や管理の意義などを理解し、経営的視点に立っ

た総量適正化や維持管理のあり方を理解し、社会状況や町民ニーズの変化に対応できるような

サービス向上のための創意工夫を実践することが求められています。そのため、専門的能力を

有する職員を継続的に養成し、技術的水準・管理水準の向上を的確に実施する体制を整えてい

きます。 

▼町議会や町民に対して、積極的に取組状況等の情報を提供していきます。 

②情報の管理と共有                                         

▼公共施設等を適切に管理運営するため、個別施設ごとに利用度、維持管理コスト、老朽化度な

どの施設情報を記載した「施設カルテ」を作成し、施設評価における基礎的データとして活用

するとともに、情報の一元化・見える化を図ります。 

▼作成した施設カルテは庁内で共有し、利用度、維持管理コスト、老朽化度等定量的な視点で評

価を行い、町域内の配置状況や設置の経過、施設類型などの要素を踏まえた全庁的な評価を行

います。 

▼公共施設等の適正化の検討に際しては、ホームページ等で町民への情報公開を図るとともに、

町民ニーズの集約と政策適合性を考慮し、長期的な施設管理の方向性を検討します。 

 

９ 現状や課題に関する基本認識 
本町が保有する公共施設等の多くは、人口増加を背景にした行政需要に対応して整備してきま

したが、昭和 40年代に集中して整備が行われたため、老朽化した公共施設等が増加しています。

また、少子高齢化・人口減少など社会環境の変化に伴い公共施設等に求められるニーズも変化し

ており、以下のような課題が浮かび上がってきています。 

計画期間 

    平成 29 年度（2017）～平成６8 年度（20５6）：４0 年間 



5 

 

①公共施設等の老朽化への対応                                   

▼築 30 年以上を経過する建物が多く占め、老朽化が進んでいます。一般に、鉄筋コンクリート

造の建物の場合は、築 30 年程度が経つと大規模改修が、築 60 年程度が経つと建替えが必要

となるといわれていることから、今後、大規模改修や建替えにより、安全確保や耐久性向上を

図っていく必要があります。 

▼利用状況が少ない施設、あるいは減少傾向が続いている施設、目的を達成した施設等について、

施設を維持するかどうかを見極め、公共施設等の再編を長期的な視点で検討していくことも必

要です。 

②厳しい財政状況への対応                                   

▼従来どおりの改修・更新のやり方を続けていくだけでは、それにかかる経費は莫大になり、財

政の破綻や行政サービスに重大な影響を及ぼすおそれが高く、本当に必要な公共サービスにも

影響を与えかねないことが懸念されます。 

▼総合的な視点で必要な公共施設等の優先順位を付け、「選択と集中」により限られた資源を効果

的かつ有効的に活用することも必要です。 

③利用者ニーズの変化への対応                                    

▼今後、少子高齢化や人口減少の進展に伴い、公共施設等に対する需要が大きく変化し、福祉や

保健施設等へのニーズが増大することが予想され、それらのニーズの変化に対応した公共施設

サービスの提供が求められます。町民ニーズを踏まえた公共施設等や提供サービスを検討し、

適正化を図る必要があります。 

▼民間施設で補完できるサービスの提供を検討していくとともに、公共施設等の管理・運営にお

いても、運営時間の延長や事業内容の改善・拡充など、民間ノウハウの活用等を含めた事業運

営の効率化とサービス水準の向上に向けた取組を図っていくことも重要です。 

 

（参考）町民アンケート調査より 

・本計画の策定にあたり、町民アンケート調査を実施しました。 

・公共施設マネジメントの取組の方向性については、「必要性の低い公共建築物については、積極的に集約化（統

廃合を含む）、複合化を行うべき」が 44.9％と最も高く、次いで「公共施設の必要性を見直し、人口や税収に

見合った公共施設の質・量にするべき」が 35.9％となっており、見直しを進めるべきとする意見が 8 割以上

を占めています。 

公共施設マネジメントの取組の方向性（町民アンケート調査より） 

1.9%

8.4%

35.9%

44.9%

4.5%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公共施設は質・量ともに不足しているので、

今後も増やすべき

今ある公共施設は必要なものなので、

現状維持を優先的に考えるべき

公共施設の必要性を見直し、人口や税収に

見合った公共施設の質・量にするべき

必要性の低い公共施設については、積極的に

集約化（統廃合を含む）、複合化を行うべき

その他

無回答
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１０ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 
 

１０－１ 基本方針                                   
①公共施設等の長寿命化と適切な維持管理によるコストの縮減                 

▼対症療法的な修繕から、公共施設等の機能保全や安全確保に支障となる劣化・損傷等を未然に

防止するための改修等を行う計画的な「予防保全型管理」により、施設等の利用期間を戦略的

に延ばす長寿命化を促進します。 

▼公共施設等のＬＣＣ（ライフサイクルコスト）をできる限り抑制することを念頭に、更新や大

規模修繕等をどの施設に、どのような対策を、どの時期に行うかを検討します。 

②公共施設等の適正配置・最適化                             

▼地域需要のバランスを踏まえつつ、保有施設の廃止、複合化、集約化、用途変更などにより、

施設の適正配置に取り組みます。 

▼公共施設等の新規整備については、必要なものを除き原則行わないものとしますが、どうして

も新設が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内で、費用対効果を考慮して行います。 

▼公共施設等の廃止により生じる跡地については、まちづくりに資する活用を図ることを前提と

しますが、未利用資産の売却や貸付等についても検討していきます。 

③維持管理や運営手法の見直し                                

▼公共サービスの一定水準を維持しつつ、コスト縮減を踏まえた最適な維持管理や運営手法のあ

り方を検討します。 

▼資産経営の観点から、指定管理制度も含め、ＰＰＰ／ＰＦＩなど、民間の資本や経営能力、技

術力をさらに活用します。 

 
１０－２ 数値目標                                   
本町では今後の財政負担を軽減するために、数値目標を以下のように設定しました。 

数値目標 公共建築物の保有量（延床面積）を今後４０年間で約２５％削減。 

 

１０－３ 実施方針                                   
①点検・診断等の実施方針                                 

▼公共施設等の安全性を確保し、良好な状態に保つため、建築基準法等の法律に基づく定期点検

を徹底します。 

▼各部位の劣化や機能の低下を明確化し、それを踏まえた計画的な保全を図るため、法定点検の

他、予防保全型の維持管理視点に立ち、必要に応じた調査・点検を実施していきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針                                 

▼不具合が生じてから修繕・更新などを行う「事後保全」ではなく、不具合が生じる前に修繕・

更新を行う「予防保全」へと維持管理の方法を転換し、計画的な保全を行っていきます。 

▼劣化診断調査に基づいた「総合劣化度」（施設の劣化状況と築年数より算出）などにより、保全

優先度を設定し、計画的に維持管理・修繕・更新等を進めることにより、コストの縮減に努め

ます。 
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③安全確保の実施方針                                  

▼老朽化等により供用が廃止され、今後とも利用見込みのない公共施設等については、防災・事

故防止の観点から、施設を早期に解体撤去するなど、安全確保対策を実施します。 

▼点検・診断等により、危険箇所が発見された場合は、早急に緊急的な点検を行い、事故の未然

防止に努めます。 

▼危険度の高い公共施設等で、利用率の高い公共施設等については、原則として速やかに安全確

保及び長寿命化対策を実施するとともに、周辺の利用率が低い公共施設等の集約化を含めた建

替えの検討等を行います。 

④耐震化の実施方針                                  

▼今後とも継続して保有する公共施設等のうち耐震化が必要なものは、計画的に耐震診断・耐震

改修を実施し、施設の耐震化を図ります。特に、多数の町民が利用する公共施設等や学校など、

災害時における避難施設・避難所に指定されている施設や、町民の生活を支える重要なライフ

ラインであるインフラ施設については、優先的に実施を検討します。 

▼災害時の損傷や落下等を防ぐため、非構造部材の安全対策（外壁、ガラス、天井の落下防止対

策等）を進めます。 

⑤長寿命化の実施方針                                   

▼今後も保有していく公共施設等については、個別の保全計画等に定める取組を進め、計画的な

保全を実施し、長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針                                

▼建設年度が比較的新しく設備状況が良好な公共施設等や、町民の満足度が高い公共施設等など

については、通常の維持管理を継続して「現状維持」とします。 

▼行政サービスが町民ニーズと合わなくなっている公共施設等については、維持管理費用等の縮

減の観点から統合や廃止について検討します。 

▼公共施設等の再編により、余剰となる建物・土地などについては、民間への売却・貸付等によ

り、財源の確保に努めるだけでなく、土地取得者に対して、町民が必要なサービスの誘導や町

民ニーズに対応した官民複合施設の整備を課すことを検討します。 

⑦進捗状況等のフォローアップの実施方針                                

▼計画の進捗管理を行うには、ＰＤＣＡサイクル《Ｐｌａｎ（戦略・計画）-Ｄｏ（実行・運営）

-Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）-Ａｃｔｉｏｎ（改善・見直し）》によって、継続的に取り組むこと

が大切です。このため、ＰＤＣＡサイクルの運用を行いながらフォローアップを実施します。 
 

ＰＤＣＡサイクルの運用による進捗管理のイメージ 

  
Ｐｌａｎ 

（戦略・計画） 

Dｏ 

（実行・運営） 

Cｈｅｃｋ 

（点検・評価） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善・見直し） 

公共施設等総合管理

計画の策定・見直し 

維持管理・廃止・転用・

統廃合・民営化・指定管

理者制度 等 
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１１ 施設類型ごとの管理に関する基本方針 
 
１１－１ 公共建築物                                   
 行政系施設                                        

▼行政系施設は、町の行政の重要な拠点であり、多くの町民が利用する公共建築物です。より安

全・安心かつ利用しやすい公共建築物として、引続き維持管理し、計画的に更新することを基

本とします。 

※対象施設：庁舎・本庁、庁舎・西駐車場、庁舎・北事務所、コミュニティ消防センター、南部コミュニティ消防センター、 

県町書庫、門間倉庫、旧消防団車庫（北及）、旧消防団車庫（円城寺）、水防センター 

 文化系施設                                      

▼文化系施設は、町民ニーズ等を踏まえ、適切な維持管理・改修を行い、その機能の維持に努め、

長寿命化を図ることを基本とします。 

▼公共建築物の老朽度、町民ニーズ、利用状況等を踏まえ、多機能化（集約化・複合化）を考慮

した公共建築物の更新を検討していきます。 

※対象施設：総合会館、緑会館、米野会館、松枝みなみ会館 

 スポーツ・レクリエーション系施設                             

▼スポーツ・レクリエーション系施設は、町民ニーズ等を踏まえ、適切な維持管理・改修を行い、

その機能の維持を図ることを基本とします。 

▼公共建築物の老朽度、必要な機能の見直し等を行い、多機能化（集約化・複合化）も検討して

いきます。 

※対象施設：町民体育館、南体育館、スポーツ交流館 

 保健・福祉施設                                   

▼保健・福祉施設については、少子・高齢化社会を迎えるにあたり、今後も保健・福祉体制の需

要拡大が見込まれることから、その機能の強化に努めます。 

▼公共建築物の老朽度、町民ニーズ、利用状況等を踏まえ、多機能化（集約化・複合化・民営化）

も検討していきます。 

※対象施設：福祉健康センター、小規模授産所、福祉会館 

 社会教育系施設                                    

▼社会教育系施設は、地域コミュニティの拠点施設として重要な役割を担う公共建築物であり、

その機能の充実に努めます。 

▼公共建築物の老朽度、町民ニーズ、利用状況等を踏まえ、多機能化（集約化・複合化）も検討

していきます。 

※対象施設：下羽栗会館、中央公民館、松枝公民館、歴史未来館、厚生会館 

 学校教育系施設                                               

▼学校施設は安心、安全が第一であるため、日常の施設点検、危険箇所、破損箇所への迅速な対

応に努めます。また、地域の中心施設であり、災害時における指定緊急避難場所であることか

ら、計画的な保全策を検討し、公共建築物の長寿命化を図ります。 

▼今後の児童数・生徒数の動向や、地域における学校施設の役割を十分に踏まえつつ、空き教室

を活用した公共建築物の多機能化（集約化・複合化）の可能性も検討します。 

※対象施設：笠松小学校、松枝小学校、下羽栗小学校、笠松中学校、給食センター 

 子育て支援施設                                      

▼子育て支援施設については、子育て支援強化への町民ニーズが高いことを踏まえ、その機能の

充実に努めます。 
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▼公共建築物の老朽化が進んでおり、統合を含めた公共建築物の更新を検討します。 

※対象施設：子育て支援センター、児童館 

 公園                                             

▼都市公園については、今後も存続を図っていきます。 

▼施設、遊具の適切な点検に基づく維持管理を図ることにより、公園施設の安全性の確保を行い、

安全で快適な公園利用の促進に努めます。 

※対象施設：笠松みなと公園管理棟、運動公園便所 

 その他                                       

▼その他施設については、その機能の充実を図り、計画的な保全策の策定を検討します。 

※対象施設：杉山邸、火葬場 

 

１１－２ インフラ施設                                      
 道路                                        

▼道路については、「中期舗装修繕計画」に基づき、計画的かつ効率的に適切な維持・修繕を図り、

安全な道路施設を維持します。 

 橋梁                                         

▼橋梁については、「笠松町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、これまでの対処療法的な対応から

計画的かつ予防保全的な対応に変更し、橋梁の長寿命化及びコストの縮減を図ります。 

 上水道施設（管路）                                 

▼上水道施設（管路）については、施設・設備の適正な維持・管理を進めるとともに、今後、老

朽化する管が増加する中、安全・安心な水の供給を持続するため、中長期的な維持管理・更新

に関する計画の策定を進めてきます。 

▼今後 10 年の方針となる、アセットマネジメント、水安全計画、耐震化計画、経営戦略を含む、

「笠松町新水道ビジョン」を策定します。 

 上水道施設（水源地）                                

▼更新時期を迎えている「第一水源地」については、今後の水需要予測を考慮した施設能力を検

討し更新します。 

▼各水源地については、長期的に安定して、安全安心な水道を供給できるように適切な施設の更

新、耐震化を図っていきます。 

▼人口密集地域の変化を見据え、適正な能力を有する施設への更新を図り、維持管理費の抑制に

努めるものとします。 

※対象施設：第一水源地、第三水源地、第四水源地 

 下水道施設（管路）                                    

▼下水道施設（管路）については、施設・設備の適正な維持管理を進めるとともに、施設の老朽

化対策等の検討を行います。 

▼平成 28 年度（2016）に「笠松町汚水処理施設整備構想」を策定し、平成 31年度（2019）

に地方公営企業法適用（法適化）するよう平成 29 年度（2017）から法適化事務に取り組み

ます。 

 屋外スポーツ施設                                    

▼屋外スポーツ施設の維持管理を計画的に行い、施設の長期利用ができるように努めます。 

※対象施設：町民運動場、勤労青少年運動場、町民米野運動場、町民江川運動場、運動公園内運動場、緑地公園内運動場、 

緑地公園内テニスコート、多目的運動場Ａ（天然芝）、多目的運動場Ｂ（人工芝） 

発行：笠松町役場 企画環境経済部企画課 〒501－6181  岐阜県羽島郡笠松町司町１番地 

TEL：058－388－1111  FAX：058－387－5816  Eメール：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 


